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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称 定例庁議

開 催 日 時
令和３年１１月１８日（木）

午前８時５７分～午前９時３２分

開 催 場 所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室

出 席 者

富岡市長、神田副市長、二見教育長、宮村市長公室長、

毛利危機管理監、須田総務部長、清水市民環境部長、

三田福祉部長、麦田こども・健康部長、笠間都市建設部長、

宇野審議監兼まちづくり推進課長、望月会計管理者、

木村上下水道部長、村山議会事務局長、金子学校教育部長、

神頭生涯学習部長、太田監査委員事務局長

（担当課）

斎藤学校教育部次長兼教育総務課長、山本同課長補佐、大塚同課学校

施設係長、杉西教育管理課主幹、長谷学校給食課長、松本教育指導課

長

（事務局）

関口市長公室次長兼政策企画課長、平間同課長補佐、大久保

同課政策企画係主事

会 議 内 容
１ 朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について

２ 令和３年第４回朝霞市議会定例会提出議案について

会 議 資 料 【資料１】朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について【第２版】

会 議 録 の

作 成 方 針

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

■要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間

□会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法

出席者の確認及び事務局の決裁

そ の 他 の

必 要 事 項
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

【議題】

１ 朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について

【説明】

（担当課１：斎藤学校教育部次長兼教育総務課長）

朝霞市公立小学校の少人数学級への対応についての第２版の説明をする。

第１版では、少人数学級への対応として、普通教室への転用を基本とし、教室不足が見

込まれる第六小学校と第九小学校は増築により対応していくものとしていた。

引き続き、増築について検討を行い、２版としてまとめている。

目次として、２版では増築の規模、校舎増築場所等の検討、今後のスケジュールについ

てまとめている。

２ページは増築の規模となり、第六小学校は、推計で算出した令和９年度に必要な普通

教室数から最大教室数を差し引いて、不足する必要教室数が５教室、加えて、普通教室へ

の転用により一時的に機能を失った教室を復旧させる分が５教室で、合計で１０教室を必

要な増築規模としている。

第九小学校は、推計から不足する必要教室数を６教室、その他転用により機能を失った

教室の復旧分が２教室で合計８教室を必要な増築規模としている。

３ページは校舎の増築場所等の検討をしている。自校給食室については改築時に検討を

行うこととされているが、今回の増築で対応できるか併せて検討を行った。

４ページは第六小学校の航空写真だが、増築場所について考えられるａ案からｅ案まで

の５つの案の位置を示した配置図である。

第六小学校はグラウンド面積が約 6,500 ㎡と狭い状況であることなどから、ｃ案の正門

通路とｄ案の体育館・プールの解体跡地の２案を、より実施が可能なものとして、比較検

討を行った。

５ページ、ｃ案の正門通路に建設した場合だが、現時点の案では増築校舎は４階建て、

教室は１２教室で、既存校舎とは２階から４階で接続し、１階の一部はピロティとする案

となる。建設費は現在の試算で 13 億 1000 万円となっている。

教室数は２ページの増築規模を基本とし、増築校舎と既存校舎の接続で、既存校舎の一

部が使用できなくなる場合はその分を増築校舎で整備することとしている。

第六小学校のｃ案では増築校舎と既存校舎を接続するため、既存校舎の一部を接続通路

とする必要があることから、その分の２教室を加えている。

このｃ案での自校給食室の設置の検討内容は、次の６ページとなる。設置をした場合は、

グラウンド面積が狭くなることや、自校給食室への食材等搬出入車両の動線確保に課題が

あるほか、建設費は 20 億 3000 万円となる。

７ページはｄ案の検討となる。ｄ案は体育館とプールを取壊し、体育館跡地に増築校舎

を、プール跡地に体育館を建設する案となっている。

増築する校舎は２階建て、教室は１０教室分で既存校舎とは各階で接続する案となり、

建設費は 13億 5000 万円となる。
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ｄ案の場合は、日影の規制があり、近隣住宅への影響を考え、整備案では２階建てとし

ている。

また、この案では、先ほどの建設費に加え、体育館が使用できない期間に総合体育館で

授業等を行うための費用、プールがなくなることから、プール授業を他施設で行うなどの

代替策とその費用が必要となるほか、体育館を取り壊すことで、令和２年度に体育館に設

置したエアコン工事で活用した緊急防災減災事業債を一括で償還する必要もある。

また、この案での自校給食室については、日影規制により、調理場面積を確保すること

ができず、また搬出入車両の動線を確保できないことから設置は難しい状況である。

第六小学校については、以上のことから、ｃ案で自校給食室を設置した場合、設置しな

かった場合、ｄ案の自校給食室を設置しない場合の３つを比較し検討した。

結果は９ページ、今回は国が定める少人数学級制度へ対応するため、令和７年度開始ま

でに、第六小学校と第九小学校の２校を整備しなくてはならず、同時期に多額の財源が必

要となり、本市の財政に大きな影響を及ぼすことから、できる限り建設費を抑える必要が

ある。また、第六小学校のグラウンドは約 6,500 ㎡と狭小で、グラウンド面積をできるだ

け確保した上で増築する必要があることから、第六小学校は建設費が抑えられ、グラウン

ドへの影響や課題も少ないｃ案（正門通路）で、給食室を設置しないものが最善であると

した。

１１ページは第九小学校の検討であるが、第九小学校の増築場所についてもａ案からｅ

案までの５つの案について検討を行っている。

この５案のうち、ａ案のグラウンドとｃ案の正門通路の２案をより実施可能なものと判

断し検討した。

１２ページは、まずａ案のグラウンドとした場合である。現時点の案では増築校舎は４

階建て、教室は１０教室で、既存校舎とは１階から４階までそれぞれの階で接続するもの

とし、建設費は試算で 10億 4000 万円となっている。

第九小学校についても、増築校舎と既存校舎の接続で、既存校舎の一部を通路とするた

め、その分の２教室を増築校舎に整備するとして、合計１０教室としている。

１３ページで自校給食室設置の検討をしているが、食材の搬出入と児童の動線が重なる

ことから、設置は難しいものと判断している。

１４ページはｃ案の検討となるが、この案の整備規模はａ案と同じになり、既存校舎と

の接続は２階から４階となり、増築校舎１階は一部ピロティとなる。

ｃ案で、自校給食室を設置した場合は、搬出入車輛の動線を新たに確保する必要がある

など課題がある。建設費は自校給食室を設置しない場合は、12 億 7,000 万円、設置した

場合は 19 億 2,000 万円となる。

第九小学校については、以上のａ案のグラウンドとｃ案の正門通路で自校給食室設置し

ない場合、設置した場合の３つの内容を比較検討した。

結果は１６ページとなるが、第九小学校についてはグラウンド面積が十分であり、また、

建設費が抑えられることから、ａ案のグラウンドが最善とした。

今後のスケジュールは１７ページとなる。今回は２校が増築対象だが、第六小学校は、

市民会館側に新たに作る緊急車両の入口確保のための調整に時間を要することなどから、
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設計業務を先行することとした。

２校それぞれ最善とした案を基に、第六小学校は年度内から、第九小学校は令和４年度

から設計事務を始め、令和５年度、６年度で増築校舎建設工事を実施したいと考えている。

（宮村市長公室長）

本件は１１月８日に行われた政策調整会議において審議した。主な質疑と結果について

報告する。

国の３５人学級に伴う対応だと思うが、国庫補助の見込みはあるかという質疑に対し、

国庫補助はいただける予定である。公立学校施設整備費負担金として、第六小学校は 1億

9,000 万円、第九小学校は 8,600 万円を現在の工事費で試算しているとのことだった。

次に、資料が第１版から２版になった際に必要教室数が増えているが理由はあるかとい

う質疑に対し、必要な教室数に変更はないが既存校舎との接続通路としなければいけない

教室が出てくるため、それらを足しているとのことだった。

次に第六小学校と第九小学校以外で転用している教室についてはどうなるのかという

質疑に対し、学校側と調整し、学校運営上必要な機能は残したままの転用で対応可能であ

るとのことだった。

以上の審議を経て、一部修正し、庁議に諮ることとした。

【質疑等】

なし

【結果】

原案のとおり、決定する。

【議題】

２ 令和３年第４回朝霞市議会定例会提出議案について

【説明】

（須田総務部長）

議案第５９号 令和３年度（２０２１年度）朝霞市一般会計補正予算第５号である。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ１４億５，２６５万８，０００円の増額で、累計額

は、４８５億６，４０７万２，０００円である。

歳入歳出の概要について。

まず歳入だが、使用料及び手数料は、住民票手数料など１３８万８，０００円増額して

いる。

国庫支出金は官民連携都市再生推進事業費補助金を減額する一方、新たに子ども・子育

て支援事業費補助金などを計上するほか、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

や生活保護費負担金などを増額することにより、５億９，９６６万３，０００円増額して

いる。
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県支出金は、新たにスクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金などを計上するほ

か、障害児入所給付費等負担金などを増額することにより、５，５６１万円増額している。

寄附金は、一般寄附金など２０５件、３，４００万６，０００円計上している。

繰入金は、財政調整基金繰入金を５億５，０１２万３，０００円増額している。

諸収入は、新たに埼玉県都市競艇組合補助金を計上する一方、学校給食費受入金現年分

などを減額することにより、６１３万２，０００円減額している。

市債は、新たに第六小学校校舎増築事業債を計上するほか、栄町学校給食センター解体

事業債を増額により、２億１，８００万円増額している。

歳出だが、人件費補正では、職員等の期末手当の改定及び人事異動等にともなう補正額

を計上している。

人件費を除いた概要について。

総務費は、市民まつりなどの中止により経費を減額する一方、新たに公共施設マネジメ

ント基金やふるさと応援基金への積立金を計上することなどにより、４億５，０６２万５，

０００円増額している。

民生費は、高齢者スポーツ大会などの中止により経費を減額する一方、介護給付・訓練

等給付費負担金や生活保護費などを増額することにより、３億５，４８８万８，０００円

増額している。

衛生費は、健康まつりなどの中止により経費を減額する一方、新型コロナウイルスワク

チン接種委託料などを増額することなどにより、３億７，０２０万２，０００円増額して

いる。

農林水産業費は、農業祭の中止により経費を減額する一方、地場野菜振興事業費補助金

を増額することにより、２３４万２，０００円増額している。

商工費は、新たに事業者応援支援金を計上することなどにより、４，３４２万４，００

０円増額している。

教育費は、ロードレース大会などの中止により経費を減額する一方、新たに栄町学校給

食センター解体工事などを計上するほか、少人数学級整備のため第六小学校の増築に係る

設計委託料を増額することなどにより、２億６，１６０万４，０００円増額している。

公債費は、償還額の確定にともない、２，２８８万２，０００円減額している。

第２表 繰越明許費補正は、栄町学校給食センター解体事業など３事業について、年度

内に完了することが困難なため、翌年度に繰り越すものである。

第３表 債務負担行為補正は、庁舎照明灯維持管理事業や各種施設の指定管理料など２

４事業について、来年度以降に滞りなく事業を執行するため、設定するものである。

第４表 地方債補正は、第六小学校校舎増築事業を追加するほか、栄町学校給食センタ

ー解体事業について借入限度額の変更を行うものである。

（麦田こども・健康部長）

議案第６０号 令和３年度（２０２１年度）朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第２

号である。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ１億７，００３万７，０００円の増額で、これを含
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めた累計額は、１１１億５，９０４万６，０００円である。

歳入歳出の概要について。

歳入だが、県支出金は、保険給付費の増加が見込まれることから、１億５，９６１万２，

０００円を増額するものである。

繰入金のうち、一般会計繰入金は、傷病見舞金の増加が見込まれることから、６００万

円を増額し、基金繰入金は、保険税還付金の増加を見込み、４４２万５,０００円を増額

するものである。

歳出だが、保険給付費は医療費の動向を勘案し、療養給付費を１億４，４９３万４，０

００円、高額療養費を１，４６７万８，０００円、それぞれ増額するものである。

保健事業費は、傷病見舞金の増加を見込み６００万円を増額するものである。

諸支出金は、保険税還付金の増加を見込み４４２万５，０００円を増額するものである。

（三田福祉部長）

議案第６１号 令和３年度（２０２１年度）朝霞市介護保険特別会計補正予算第２号で

ある。

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ２億４，７４４万６，０００円で、これを含めた累

計額は、８３億２，７０６万６，０００円となる。

歳入歳出の概要について。

歳入だが、国庫支出金は、介護給付費負担金を給付実績により４，７９４万１，０００

円増額するものである。

支払基金交付金は、介護給付費交付金を給付実績により６，６６９万円増額するもので

ある。

県支出金は、介護給付費負担金を給付実績により３，２３３万３，０００円増額するも

のである。

繰入金は、一般会計繰入金を３，１１２万１，０００円増額し、介護保険保険給付費支

払基金繰入金を６，９３６万１，０００円増額するものである。

歳出だが、総務費は、地域包括支援センターの新設及び移設にともなう通信回線使用料

を２４万６，０００円増額するものである。

保険給付費は、高額介護サービス費などの介護給付費を実績により、２億４，７００万

円増額するものである。

諸支出金は、交付実績の確定にともない、新たに国庫支出金返還金として２０万円計上

するものである。

（宮村市長公室長）

議案第６２号 朝霞市部室設置条例の一部を改正する条例である。

改正内容は、検査室を廃止し、工事の検査に関する事務を総務部に移管するほか、市長

公室におけるオリンピック・パラリンピック施策の総合調整に関する事務を廃止する一

方、総務部において情報システムに関する事務を新設するものである。

この改正については、令和４年４月１日から施行したいと考えている。
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（須田総務部長）

議案第６３号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例であ

る。

改正内容については、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援への取組の一環として、国

家公務員において新たに不妊治療のための休暇が設けられることから、本市においても同

様の休暇を新たに設けるものである。

この改正については、令和４年１月１日から施行したいと考えている。

（須田総務部長）

議案第６４号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等

に関する条例の一部を改正する条例である。

改正内容については、朝霞市職員の給与に関する条例において期末手当の引下げに係る

議案を提出していることを踏まえ、市長、副市長及び教育長の期末手当について、令和３

年１２月期を０．１５か月分引き下げ、年間支給月数を４．３か月とし、令和４年度以降

については、６月期と１２月期の年間の配分を改めるものである。

これらの改正のうち、令和３年１２月期の期末手当については、公布の日から、また、

令和４年度以降の期末手当の期別の配分については、令和４年４月１日から施行したいと

考えている。

本議案については、期末手当の基準日が１２月１日であり、今年度分から適用させたい

と考えていることから開会日での議決をお願いしているところである。

（須田総務部長）

議案第６５号 朝霞市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例である。

改正内容については、令和３年８月１０日に行われた人事院勧告の趣旨を踏まえ、令和

３年１２月期の期末手当の支給月数を０．１５か月分引き下げ、令和４年度以降の期末手

当の６月期と１２月期の年間の配分を改めるものである。

これらの改正のうち、令和３年１２月期の期末手当については公布の日から、また、令

和４年度以降の期末手当の期別の配分については、令和４年４月１日から施行したいと考

えている。

本議案についても、議案第６４号と同じく初日での議決をお願いしたいと考えている。

（須田総務部長）

議案第６６号 朝霞市職員の給与に関する条例及び朝霞市企業職員の給与の種類及び

基準を定める条例の一部を改正する条例である。

改正内容については、管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急等の必要により

週休日等に勤務した場合に支給する手当として、管理職員特別勤務手当を新たに設けるも

のである。

この改正については、令和４年４月１日から施行したいと考えている。
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（神頭生涯学習部長）

議案第６７号 朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例である。

改正内容については、総合体育館の大規模改修工事を行ったことにともない、令和元年

度の使用料手数料見直し方針に従い、専用使用料、個人使用料及び照明施設使用料の見直

しを行うほか、メインアリーナ等の使用区分を１日３区分から４区分に増やすとともに施

設附属設置設備使用料の変更を行うものである。

この改正については、令和４年４月１日から施行したいと考えている。

（麦田こども・健康部長）

議案第６８号 朝霞市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例である。

改正内容については、厚生労働省令で定められている、「家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準」が改正されたことにともない、朝霞市の家庭的保育事業者等における

諸記録の作成、保存等について、電磁的な対応を認める規定を追加するものである。

この改正については、公布の日から施行したいと考えている。

（麦田こども・健康部長）

議案第６９号 朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例及び朝霞市施設等利用費の支給に係る認可外保育施設の基準を定める条例

の一部を改正する条例である。

改正内容については、内閣府令で定められている、「特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」及び「子ども・子

育て支援法施行規則」が改正されたことにともない、朝霞市の特定教育・保育施設及び認

可外保育施設における諸記録の作成、保存等について、電磁的な対応を認めることとする

規定や当該施設が保護者等への説明等を行う際、書面等で行うものについて、電磁的方法

による対応を可能とする規定を追加するものである。

この改正については、公布の日から施行したいと考えている。

（宮村市長公室長）

議案第７０号 朝霞市公共施設マネジメント基金条例である。

内容については、公共施設の計画的な保全及び更新等を実施するため、朝霞市公共施設

マネジメント基金を設けることとし、新たに基金の管理及び処分及び処分に関し必要な事

項を定める条例を制定するものである。

本条例については、５億円を積み立てる補正予算を計上しているため公布の日から施行

したいと考えている。

（須田総務部長）

議案第７１号 朝霞市ふるさと応援基金条例である。

内容については、ふるさと納税として本市に寄せられた寄附金を、寄附者の意向に沿っ
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た事業に計画的に活用するため、新しい基金として朝霞市ふるさと応援基金を設けること

とし、新たに基金の管理及び処分に関し必要な事項を定める条例を制定するものである。

本条例については、令和４年１月１日から施行したいと考えている。

（笠間都市建設部長）

議案第７２号 市道路線の廃止についてである。

今回廃止する市道２００１号線は、今後予定されている内間木橋の撤去により、当該路

線が新河岸川をはさんで分断されることから、廃止するものである。

（笠間都市建設部長）

議案第７３号 市道路線の認定についてである。

今回認定する路線は、今後予定されている内間木橋の撤去による路線の廃止後、内間木

橋以南部分を新たに１路線として認定するものである。

（笠間都市建設部長）

議案第７４号 市道路線の認定についてである。

今回認定する路線は、今後予定されている内間木橋の撤去による路線の廃止後、内間木

橋以北部分を新たに１路線として認定するものである。

（笠間都市建設部長）

議案第７５号 指定管理者の指定についてである。

朝霞台駅南口地下自転車駐車場など１０か所の自転車等駐車場の管理に関し、指定管理

者として公益社団法人朝霞地区シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により、本案を提出するものである。

（神頭生涯学習部長）

議案第７６号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市立総合体育館など１４か所の体育施設の管理に関し、指定管理者として公益財団

法人朝霞市文化・スポーツ振興公社を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により、本案を提出するものである。

（三田福祉部長）

議案第７７号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市総合福祉センターの管理に関し、指定管理者として社会福祉法人朝霞市社会福祉

協議会を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出する

ものである。

（清水市民環境部長）

議案第７８号 指定管理者の指定についてである。
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朝霞市民会館の管理に関し、指定管理者として公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興

公社を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出するも

のである。

（清水市民環境部長）

議案第７９号 指定管理者の指定についてである。

弁財市民センターなど８か所の集会施設の管理に関し、指定管理者として公益社団法人

朝霞地区シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により、本案を提出するものである。

（麦田こども・健康部長）

議案第８０号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市本町放課後児童クラブなど１０か所の放課後児童クラブの管理に関し、指定管理

者として社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、本案を提出するものである。

（麦田こども・健康部長）

議案第８１号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市きたはら児童館など６か所の児童館の管理に関し、指定管理者として社会福祉法

人朝霞市社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り、本案を提出するものである。

（三田福祉部長）

議案第８２号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市溝沼老人福祉センター及び朝霞市浜崎老人福祉センターの管理に関し、指定管理

者として社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会を指定するため、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、本案を提出するものである。

（三田福祉部長）

議案第８３号 指定管理者の指定についてである。

朝光苑の管理に関し、指定管理者として社会福祉法人朝霞地区福祉会を指定するため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出するものである。

（三田福祉部長）

議案第８４号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市障害者ふれあいセンターの管理に関し、指定管理者として社会福祉法人朝霞市社

会福祉協議会を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提

出するものである。
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（清水市民環境部長）

議案第８５号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市斎場の管理に関し、指定管理者として公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公

社を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出するもの

である。

（清水市民環境部長）

議案第８６号 指定管理者の指定についてである。

朝霞市産業文化センターの管理に関し、指定管理者として朝霞市商工会を指定するた

め、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出するものである。

（笠間都市建設部長）

議案第８７号 指定管理者の指定についてである。

朝霞中央公園、青葉台公園及び内間木公園の体育施設を除いた部分の管理に関し、指定

管理者として公益財団法人朝霞市文化・スポーツ振興公社を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、本案を提出するものである。

（笠間都市建設部長）

議案第８８号 朝霞市手数料徴収条例の一部を改正する条例である。

改正内容については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部が改正されたこ

とにともない、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料などに係る規定の改正を行うもの

である。

この改正については、令和４年２月２０日から施行したいと考えている。

（宮村市長公室長）

今回、指定管理について議決されると来年４月から新しい指定管理が始まるが、仕様書

の内容とモニタリングの内容が合っていないと議会から指摘を受けている。

政策企画課より基本のモニタリング内容について示しているが、それぞれの業務内容に

より変更することは出来るため、今一度チェックすること。

【質疑等】

なし

【結果】

提案のとおり、決定する。

【閉会】


